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「
集
落
居
住
区
域（
Ｂ
区
域
）」は
、
18
ペ

ー
ジ
図
⑩
～
⑬
の
区
域
と
な
り
ま
す
。
積

極
的
に
開
発
を
進
め
る
区
域
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
す
で
に
大
き
な
集
落
の
形
成
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
区
域
の
内
部
で
一

定
の
条
件
の
も
と
に
開
発
を
認
め
る
区
域

で
す
。

　

区
域
の
設
定
は
、
次
の
2
つ
の
条
件
に

該
当
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。1
つ
は「
鉄

道
駅
や
幹
線
道
路
の
近
く
」。
2
つ
め
は

「
隣
同
士
が
互
い
に
連
続
し
合
う
宅
地
の

ま
と
ま
り
が
、
お
お
む
ね
20
㌶
以
上
で
あ

る
」
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
連
な
る
宅
地

の
中
に
入
っ
て
し
ま
う
農
用
地
区
域
は
、

こ
の
区
域
に
入
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
区
域
の

ル
ー
ル
は
、
市
の
条
例

の
中
に
区
域
を
明
確
に

し
運
用
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
（
一
定
規

模
以
上
の
開
発
は
県
の

許
可
に
な
り
ま
す
）。

将
来
、
用
途
地
域
の
導
入
（‘
Ａ
区
域
）

が
見
込
ま
れ
る
範
囲
と
し
ま
し
た
（
用
途

地
域
は
最
低
20
㌶
以
上
の
面
積
が
必
要
に

な
り
ま
す
）。
大
き
な
集
落
で
あ
れ
ば
、

そ
の
内
部
が
開
発
さ
れ
て
も
周
辺
農
地
な

ど
へ
の
影
響
も
少
な
く
、
無
秩
序
に
開
発

が
広
が
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

条
例
な
ど
に
「
農
用
地
区
域
は
Ｂ
区
域

に
は
含
ま
れ
な
い
」
と
い
っ
た
主
旨
を
盛

り
込
む
予
定
で
す
。
ま
た
、
農
振
の
除
外

で
農
用
地
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
た
場
合

は
、
Ｂ
区
域
に
入
れ
る
こ
と
を
検
討
し
て

い
ま
す
。

　

詳
細
な
内
容
は
、
今
後
検
討
さ
れ
ま
す

が
、「
最
低
敷
地
面
積
（
２
５
０
平
方
㍍
）

を
大
き
く
設
定
す
る
」、「
開
発
ま
で
の
手

続
き
の
中
で
、
住
民
参
加
や
審
査
会
の
検

討
を
必
要
と
す
る
」
な
ど
Ａ
・‘
Ａ
区
域

で
計
画
す
る
開
発
よ
り
も
厳
し
い
条
件
と

な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

表
1
で
「
条
件
付
き
可
」
と
な
っ
て
い

る
条
件
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
さ
れ
ま

す
。
集
合
住
宅
で
あ
れ
ば
建
築
戸
数
、
商

店
・
飲
食
店
で
あ
れ
ば
店
舗
面
積
な
ど
に

制
限
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
大
型
商
店
や
大
規
模
な
工
場
等
は

原
則
不
可
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
山
麓
保
養
区
域
（
Ｅ
区
域
）」
は
、
18

ペ
ー
ジ
図
⑭
の
区
域
と
な
り
ま
す
。
森
林

に
囲
ま
れ
た
自
然
環
境
の
魅
力
を
保
持
し

つ
つ
、
そ
の
環
境
を
生
か
し
た
開
発
を
限

定
的
に
認
め
て
い
く
区
域
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
西
山
の
山
麓
部
の
傾
斜

地
で
、
温
泉
な
ど
観
光
や
保
養
を
目
的
と

し
た
施
設
や
別
荘
が
一
体
的
に
集
ま
っ
て

い
る
範
囲
で
す
。
で
き
る
限
り
農
地
は
こ

の
区
域
に
入
れ
ず
、
森
林
に
囲
ま
れ
た
土

地
利
用
が
な
さ
れ
て
い
る
範
囲
（
左
図
参

照
）
に
限
定
し
て
定
め
て
あ
り
ま
す
。

集
合
住
宅
や
大
型
商
店
・
工
場
な
ど
は

不
可
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
最
低
敷
地
面
積
や
高
さ
な
ど
で

他
の
区
域
よ
り
厳
し
い
規
制
が
必
要
に
な

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
山
間
居
住
・
森
林
環
境

区
域
（
Ｆ
区
域
）」
は
、
18

ペ
ー
ジ
図
⑮
の
区
域
と
な
り

ま
す
。
山
間
部
で
住
宅
や
農

地
と
し
て
の
利
用
が
少
な
い

の
が
特
徴
で
す
。

森
林
環
境
を
維
持
し
つ
つ

も
、現
在
の
居
住
地
（
集
落
）

を
保
持
し
、
豊
か
な
森
林
環

境
を
壊
さ
な
い
範
囲
で
、
一

定
の
開
発
を
容
認
し
て
い
く

こ
と
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

山麓保養区域（E区域）のイメージ

集落居住区域（B区域）の
イメージ

建物用途 立地のルール
住宅系用途 条件付き可

最低敷地面積
250㎡以上戸建住宅

集合住宅
（長屋建・共同住宅） 条件付き可

商業系用途

条件付き可日用品店舗
（コンビニエンスストア等）

飲食店等

一般商業施設
（販売・業務等） 原則不可

工業系用途
工場・事業所等 原則不可

その他用途
医療・福祉施設等 条件付き可

Ｑ
な
ぜ
お
お
む
ね
20
㌶
以
上
が

必
要
な
の
？

Ｑ
Ｂ
区
域
に
含
ま
れ
た

農
用
地
区
域
は
ど
う
な
る
の
？

Ｑ
Ｅ
区
域
で
は
、
Ａ
・
Ｂ
区
域
と

違
う
規
制
は
あ
り
ま
す
か
？

Ｑ
ど
ん
な
用
途
の
開
発
が

で
き
る
の
で
す
か
？

Ｑ
一
定
の
条
件
と
は
何
？

集落居住区域（Ｂ区域）山麓保養区域（Ｅ区域）

※ 営農環境・田園集落保全区域（Ｃ区域）については、5 月の広報で紹介します。

山間居住・森林環境区域（Ｆ区域）

Ｅ区域

市内の全図を広げ検討を進める委員

検討を重ねています～都市計画策定委員会～

昨年 6 月から市民 18 人の参加により、都市計画策定委員会
を組織し、土地利用計画等について検討を重ねています。

委員会では、各区域の設定基準などを検討し、今回の懇談会
の資料内容についても議論を重ねてきました。
　4 月からは、都市計画マスタープランや住民参加のあり方、
基本ルールを補完するしくみの検討など、多岐に渡って検討す
る予定です。

土地利用制度統一に向けてシリーズ１

表 1


